
戦後「混血児問題」における
〈反人種差別規範〉の形成
「混血児」概念の用法と文脈に着目して

有賀ゆうアニース＊

戦後日本では連合軍の占領を背景として進駐軍軍人・軍属と日本人女性の間
に大量の子どもが出生し，彼ら「混血児」をいかに処遇すべきかという観点か
ら「混血児問題」が顕在化した．先行研究では日本におけるレイシズムが顕現
した事例として「混血児問題」が考察されてきた一方で，「混血児」に対する
人種差別を問題として理解すること自体がいかにして（不）可能になっていた
のかという点は見落とされてきた．
本稿では「混血児」概念の用法と文脈を分析することで，この課題に取り組
んだ．分析により次の知見を得た．「混血児」概念が参照されるにあたって
「子ども」というカテゴリーが知識として前提されることで，学校教育や児童
福祉などが「混血児問題」の制度的文脈として発動された．彼らの人口や人種
的差異などの知識を参照することで，教育上の統合・分離という争点をめぐる
議論が展開された．しかしこれらの知識が再編されると，「混血児問題」の源
泉と責任はむしろ「大人」の「日本人」に帰属される．この理解にもとづき
「無差別平等」原則が各方面で採用され，就学機会の提供だけでなく人種差
別・偏見の是正が教育・福祉上の課題として追求されていった．こうした〈反
人種差別規範〉は，「子ども」という人生段階上のカテゴリーに依存していた
がゆえに，人種差別を公的問題として同定し対処する施策が児童福祉や学校教
育という制度的枠組に制約されるという限界を内包していた．
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1 は じ め に

近年の歴史社会学では，戦後日本における民族や人種をめぐるアイデンティティ
や境界の歴史的編成過程に照準した研究が持続的に進展してきた（小熊 1998; 道
場 2005; 朴 2017; 下地 2018）．現代日本で自明視されている「日本人」というア
イデンティティがいかに構築され，それが人々の経験をいかに形づくってきたのか
について，豊富な知見が蓄積されてきた．
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以上の研究動向のなかで注目を集めている事例に，「混血児問題」がある．1940
年代後半から 50 年代前半にかけての日本で進駐軍兵士と日本人女性の間に多くの
児童が生まれ，社会問題化した事例である．社会学や隣接領域の「混血」や「ハー
フ」をめぐる研究においても，「混血児問題」は近代日本社会で「混血」をめぐる
言説が最も顕在化した事例として広い注目を集めてきた（Koshiro 1999; Fish
2009; Roebuck 2015; 下地 2018; 上田 2018）．
しかし先行研究には，ある共通の分析上の限界がみられる．第 2節で詳論するよ
うに，レイシズム批判の観点から「混血児問題」が考察されてきた一方で，「混血
児」に対する人種差別を問題として理解すること自体がいかにして可能になってい
たのかという点は見落とされてきたのである．
本稿ではこの未決の課題に取り組むために以下のように議論を進める．第 2節で
は先行研究の詳細な検討を踏まえ，上記の限界について論じる．その限界を乗り越
える方策として，「混血児」概念の用法と文脈の分析という分析戦略を提示する．
次節以降ではこの戦略にそって分析をおこなう．第 3節では，占領期において「混
血児」カテゴリーが「子ども」カテゴリーを媒介として，児童福祉および学校教育
という制度的文脈と結びついていたことを確認し，彼らの性質についてのさまざま
な知識が参照されることで，彼らを就学上いかに処遇するのかという争点が形成さ
れた経緯を跡づける．第 4節では，まず，同時期の児童の権利擁護という目的のも
とに「混血児」の実態調査が実施され，彼らについての知識や理解が再編されてい
く様子を描き出す．次に，こうした知識の再編にもとづいて「混血児問題」への公
的方針が統合に収斂していったこと，そのさい「混血児」の属性として「子ども」
カテゴリーが前面化することで「混血児」への人種差別の撤廃をめざす施策が講じ
られていったことを明らかにする．最後に第 5節で，以上の分析を踏まえ本稿の含
意が提示される．

2 先行研究と本研究の立場

先行研究は，日本におけるレイシズムが顕現した事例として主に「混血児問題」
を考察してきた．特に豊富な資料を用いて充実した分析をおこなったのが下地ロー
レンス吉孝（2018）である．下地は分析から，両親の人種・国籍が異なる人々一般
よりもむしろアメリカ人兵士と日本人女性の間に生まれた人々を特に指し示す語彙
として「混血（児）」が使用されるようになったこと，政府の施策は「混血児」を
一般学校へ統合・同化させることで「日本人化」する帰結をもたらした一方で，彼
らに対する迫害や暴力といった「人種差別の問題」は「不可視化」されたことを論
じている．また加納実紀代（2007）や K. Roebuck（2015）は，日本社会は伝統的
に単一の民族・人種から構成される均質な社会であるという「単一民族神話」が戦
後に定着した経過との関連で「混血児問題」に着目している．「混血児」をアメリ
カの日本に対する「凌辱」の象徴として表象することで，「純血」の共同体として

社会学評論 73（2) 155



の「日本人」意識が強化されたと示唆している．
他方，以上のような「混血児問題」と人種差別の社会学的探究をさらに前進させ
るには，先行研究とは異なる観点が必要と思われる．それは，人種差別がいかなる
規範・基準のもとで問題として理解可能となったのか，という観点である．たとえ
ば前述した下地は，今日的な基準にもとづいて，政府が「混血児」の窮状を過小評
価することで人種差別を「不可視化」したと強調する．しかし，政府の公的指針は
形式上は反人種差別を掲げていたし，その指針は「混血児」の人種的・文化的差異
を捨象するという意味で同化主義の限界を有していた一方，学校教育の現場でも一
定の成果を残していた（Fish 2009: 53）．また生徒時代を回顧した当事者の証言で
も，人種差別の日常的経験のみならず人種差別を是正しようとする教員の態度が報
告されている（山崎 2019: 153f, 175f）．これらの点を踏まえるなら，たんに差別が
いかに不可視化されたのかだけでなく，きわめて限定的ではあれ，「混血児」の人
種差別を問題として同定・対処することがいかにして可能になったのか，あるいは
そうした限定的な同定・対処を可能にする〈反人種差別規範〉そのものがいかに成
立しえたのか，と問うことは適切であろう．こうした問いに取り組むことで，「混
血児問題」やその当事者の差別をめぐる経験がどのように規定されてきたのかとい
う先行研究の課題をさらに発展させることができるはずだ．そしてそれは，特定の
人種的マイノリティの窮状を差別として理解可能にする社会規範自体がいかなる歴
史的文脈・過程をつうじて構築されるのかという理論的課題だけでなく（Skrent-
ny 2002），反人種差別規範が一般にきわめて脆弱とされる戦後日本において（岡本
編 2005）どのような条件が反差別規範を可能にしてきたのかという現代的な問い
への貢献ともなるだろう．
以上の課題を追究するため，本稿では，「混血児」カテゴリーがどのような制度
的文脈や慣習的知識を前提として使用されているのか，そしてそうしたさまざまな
文脈や知識に結びついたカテゴリーの参照をつうじてどのような政治過程上の判断
や活動が編成されるのか，という観点から分析を進める．欧米諸国における歴史社
会学的研究が示すように，反人種差別に志向した施策の形成は，福祉・教育・外交
など多様な制度的文脈，およびそうした文脈のなかで参照されるさまざまな人種的
マイノリティに対応するカテゴリーの慣習的な知識によって複雑に水路づけられて
いる（Bleich 2003; Skrentny 2002）．そしてそうした水路づけにおうじて，どのよ
うな現象が差別として認識され，どのような集団が差別の被害者として理解・処遇
されるのかは動的に変異していく．「混血児問題」に関してもこうした観点から分
析をおこなうことにより，「混血児」カテゴリーをめぐるいかなる知識や文脈が人
種差別を同定することを可能にしていたのかを解明できるだろう．
以上の観点のもと，本研究では次のような分析手続きを踏んだ．まず，「混血児
問題」が主要に展開した時期とされる 1946 年から 1950 年代にかけての時期を範囲
として設定した．そのうえで主要なデータセットとして，第 1 に同時期の「混血
児」に関する新聞・雑誌記事を採録した国会図書館新聞資料室所蔵の「混血児ファ
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イル」に収録された一連の記事，第 2 に外務省外交史料館が所蔵する「混血児問
題」に関する政府文書を集成した『本邦人と諸外国人の混血児問題』に収録された
文書，第 3にデータベース「国会会議録検索システム」に収録された関連する会議
録，第 4に先行研究で参照されている文書，以上 4点を利用した．以上にもとづき，
「混血（児）」カテゴリーがいかなる制度的文脈との関係においてどのように参照さ
れているのか，その参照をつうじていかなる推論や判断や活動が展開しているのか
を分析した．

3 児童福祉・学校教育という文脈 「混血児問題」の生成

3.1 児童福祉問題としての発見 占領期における「混血児」カテゴリー
前述のように，戦後日本では，占領体制のもとで進駐軍兵士と日本人女性の間に
さまざまなかたちでの性関係が生じ，その間に子どもが誕生した．彼らは主に米軍
基地関係施設で働く日本人女性と軍人・軍属のアメリカ人の交際によって，また一
部は性暴力や売買春によって生まれていた．当時彼らの交際・婚姻には軍部や親族
などから強い統制が働き，男性も父親としての責任を放棄することが容易であった
ため，数万人に及ぶとされるその児童の大半は実父の不在を経験することになった．
Roebuck の推定によれば，育児の主体が母自身かあるいは他の親族かという相違
はあれど，「混血児」の圧倒的多数は家庭で原家族のもとに養育されていた．そし
てその一方で，残りにあたる人々は，遺棄・里子・父方への引き取りといった処遇
によって，実家族と離別した環境で生活を営んでいた（Roebuck 2015）．
こうした背景のもと，占領期において政府の活動のなかで初めて「混血児問題」
が論じられるようになったのは，1947 年から 1948 年にかけての国会でおこなわれ
た児童福祉法案の審議においてである．敗戦直後にあたる当時の日本では，浮浪児
や戦災孤児といった「要保護児童」，すなわち家族による保護を欠いた児童の対処
が厚生行政の主要な政策課題となっていた（古川 1982: 279）．こうした背景のも
と 1947 年 3 月に厚生省には児童局が設置され，また同年 8 月にはその児童局を主
体として児童福祉法が国会に提出された．国会提出の直前，立案を担当した児童局
は「予想質問答弁資料」をいくつか作成しており，そのなかでは質問が予想される
児童福祉法の「一般事項」のなかで「混血児の対策」が言及されている．

本法において混血児に対する特別の対策はないが，之を保護養育する者のな
い等の場合，乳児は乳児院，幼児は養護施設が，収容保護を行う1)．

こうした位置づけは児童福祉法に関する審議の別の箇所にもみられるが2)，重要
なのは，それが後の政府の公式見解にまで踏襲されている点である．厚生省児童局
の以上のような準備を踏まえて 1947 年 8 月に児童福祉法案が国会に提出，1947 年
12 月 12 日に制定されることになるが，児童福祉法制定から 2年が経った 1950 年 3
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月 7 日付で厚生省が発表した次の文書では，「混血児」に対する政府の施策が以下
のように説明されている．

日本人と進駐軍関係との間の混血児の問題について……児童福祉法は，日本
国憲法第十四条の規定による国民の無差別平等の原則を児童の生活の保護につ
いても等しく適用すべく努めているのであって，従って，混血児のうち保護を
要する児童に対する福祉の措置についても，広く一般の保護者のない児童又は
保護者に看護させることが不適当であると認める児童に対すると同様の措置を
取ることを建前とし，特に混血児であるからといってこれに差別的待遇を与え
ることのないように，各児童福祉機関及び施設等において適切な保護を講じて
いる次第であり，又将来も，この見地から適切な保護を加えて行きたい所存で
ある3)．

以上の引用に通底する特徴として確認したいのは，「混血児」が，「戦災孤児」や
「浮浪児」などとならんで児童福祉の対象として言及されているという点だ．ここ
では，憲法第 14 条とそれにもとづく児童福祉法の人種によらない「無差別平等」
原則に照らして彼らを「一般児童」と同様に処遇すべきであるという見解が繰り返
し表明されている．そのうえで他の「要保護児童」一般に対してと同じ政府の施策
が対策として提示されており，「混血児」に特化した方策は否定されている．政策
立案過程では，このように「児童／子ども」カテゴリーの一部として，あるいは
「孤児」カテゴリーとの結びつきにおいて「混血児」が言及されていた．そしてそ
のかぎりで政策対象としての身分が認められていた．こうした用法を「子どもとし
ての混血児」とよびうるだろう4)．前述のように，1940 年代後半から 50 年代にか
けての児童福祉行政では「要保護児童」ないし「孤児」が児童福祉法の主要な対象
とされていたが，「混血児」もまたこうした「要保護児童」ないし「孤児」の下位
カテゴリーとして言及されていたといえる．
以上の政治言説では，「混血児」の問題に対処する主体として児童福祉法が定め
る児童福祉施設が言及されているが，当時は全国各地の民間施設が実際に児童福祉
の現場で一般の孤児とならんで遺棄された「混血児」を処遇するようになっていた
（Roebuck 2015）．この点について注目すべきは，そのなかでも特定の施設・人物
が特権的な注目を集めるようになっていた点だ．当時「混血児」に言及した希少な
新聞記事では，孤児としての「混血児」と彼らを保護・救済する主体として児童福
祉施設が位置づけられているだけでなく，数ある児童福祉施設のなかでもエリザベ
ス・サンダース・ホームとその代表である澤田美喜5)が問題の権威として共通して
言及されている6)．政治言説と同様，メディア言説でも「子どもとしての混血児」
という用法が踏襲され，「混血児」のなかでも孤児状態にある彼らを保護・救済す
る主体として澤田美喜やそのホームに代表される児童福祉施設が提示されているの
である．
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3.2 「統合／分離」争点の形成とその文脈
一方，米軍占領が終結し日本が独立を果たす 1952 年前後の時期から，「混血児」
は新たに教育上の問題としても言及されるようになる．たとえば最新の教育問題に
ついて討議する場として日本教職員組合が 1951 年 11 月に主催した第 1回全国教育
研究大会では，1953 年以降に学齢期に達していく「混血児」の就学上の処遇が議
題として論じられ，「国家的に解決」する必要性が確認されている7)．また当時
「混血児」が特に多く居住していたとされる神奈川県でも同様に県教育委員会と孤
児の「混血児」を処遇する児童福祉施設の間での就学上の処遇をめぐり意見が対立
し，政府文部省がその問題に初めて言及した8)．年齢の上昇によって，「子どもと
しての混血児」は児童福祉上の保護対象としてのみならず学校教育の対象として位
置づけることが可能になり，それに伴い学校教員や文部省という新たな制度的アク
ターが参入してくるのである9)．
このように児童福祉に加えて学校教育という制度的文脈が「混血児問題」との関
係において発動するとき，「混血児」の就学上の処遇が争点として顕在化する．彼
らを一般児童と同様に日本国内の一般教育という環境に統合するのか，それとも国
外や特殊教育という環境へと分離するのか，という争点である．1952 年から 1953
年にかけて，日本の独立と米軍の情報統制政策の解除に伴い「混血児」をめぐる言
説が爆発的な規模で発展していくなかでこの争点が中心的な位置を占めていたこと
自体は先行研究でも指摘されている（下地 2018; Roebuck 2015）．しかし本稿の視
点から重要なのは，こうした争点をめぐる議論が「混血児」カテゴリーの用法・文
脈によって方向づけられていた点だ．たとえば上記の記事では，一般教育への不適
応が予想されるため分離・特殊教育が望ましいという児童福祉施設の意見と，日本
国憲法第 26 条，教育基本法第 3 条が定める「教育の機会均等」の立場から統合・
一般教育を要望する教育委員会の意見とが紹介され，両意見の間で文部省の方針が
確定していない様子が報告されている．こうした議論においては，「子どもとして
の混血児」という用法，ならびに児童福祉や学校教育などの児童に係る制度的文脈
が所与の前提として参照されている．
では，こうした前提の上にいかなる知識が参照されることによって，「統合／分
離」という争点をめぐる議論が展開しているのであろうか．この知識としてはいく
つかのタイプを指摘することができる．第 1には周囲の児童との異質性・摩擦であ
る．上記の教育委員会と児童福祉施設の議論では学校において周囲の児童から「い
じめ」られるという予想にもとづいて分離という施策が肯定されているが，そこで
は「混血児」が一般児童と異質であり，その異質性ゆえに迫害されるという知識が
想定されている10)．同様に政府の就学上の処遇をめぐって分離の根拠として機能
しているのが，第 2 の「混血児」の母親の職業についての知識や，第 3 の「混血
児」の人口についての知識である．戦後初めて「混血児問題に関する件」が国会審
議の議題として検討された 1952 年 2 月 21 日の第 13 回参議院厚生委員会を皮切り
として政府では「混血児」の就学上の処遇についての議論が継起していくが（小山
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2012: 45），そのなかでこれらの知識が参照されていく．たとえば同委員会では
「混血児」の「孤児」という身分が明示的に前提されているだけでなく（前項），
「いかがわしい職業」と言及されることで母親がセックス・ワーカーであることが
示唆される11)．また 1952 年 2 月 27 日の会議でも，人口が「20 万人」に及ぶとい
う澤田美喜の風説（Roebuck 2015）が参照され，外見的特徴による周囲からの迫
害，日本の人口全体への影響などについての懸念が表明されている12)．これらの
多様なタイプの知識を参照することにより，「混血児」を一般児童・「日本人児童」
と同様に国内の一般教育という環境に統合するのか，それとも国外や特殊教育とい
う環境へと分離するのか，という争点について議論することが可能になっているの
である．
このような経過をつうじて独立前後の時期から「混血児問題」への公共的な関心
が劇的に増大し，政府側も本格的な対策の立案と実行を余儀なくされていくことに
なるが，その過程でも，以上のような「混血児」カテゴリーをめぐる知識や争点は
継承されていく．たとえば，政府による「混血児問題」対策の端緒をなしたとされ
る 1952 年 7 月に開催された厚生大臣の諮問機関である中央児童福祉審議会（第 25
回）では，「混血児の根本対策について」が議題として設定，議論された（下地
2018: 77ff）．このなかでも「統合／分離」のいずれを選択するかという争点が検討
されていくが，そこでもマスメディアで「混血児問題」が顕在化していることを踏
まえたうえで，「いつも問題になるのは数の点です」として「20 万人」という論点
や，「子供の間でいじめられている事実がほんとうにあるかどうか」として周囲か
らの迫害といった論点，また「この問題は単にパンパンの子供だけの問題ではなく，
普通の人々の場合もある」として母親の職業といった既出の論点が議論されている．
また「黒人は，あちらに還すというようなことはないのですか」「実際問題として
多くの場合は黒人にある」というように「混血児」内部の人種的差異（白人系か，
黒人系か）という論点も提起されている．このように，人口が大量であるのかどう
か，母親が娼婦であるのかどうか，いじめられているのかどうか，黒人系なのかど
うかといった「混血児」カテゴリーをめぐる知識が不確定であることによって，彼
らを日本・一般教育へと統合するのか，外国・特殊教育へと分離するのかという議
論が展開されていったのである13)．
以上の審議が明確で統一的な結論に収斂することはなかった．「混血児問題の根
本対策」の策定は今後の課題に残されたのである．しかし，審議会の終盤では，
「複雑な国際問題もあるとの見地から，福祉審議会だけで扱うことをさけ，今後は
厚生，文部両省関係者のほか学識経験者，施設代表，社会評論家などを含む『混血
児問題対策研究会』を近日中に設け，根本対策を立てるとの方針」が合意された．
これによって「混血児問題」に政府レベルで本格的に取り組むという路線が成立し
た．前項で提起されていた個別の政策課題としての「混血児問題」の「解決」にむ
けた公的実践がこうして組織されていくことになる．この審議会で発足が決定され
た「混血児問題対策研究会」は上記の審議会から 1カ月が経過した 1952 年 8 月 13
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日におこなわれた第 26 回中央児童福祉審議会のなかに正式に設立される（下地
2018: 79）．混血児問題対策研究会では，厚生省にくわえて文部省や外務省関係者
も出席し，各省の間での連携という観点から「混血児問題」の対策が検討されてい
く．

4 人種差別・偏見を発見する 「混血児問題」の帰趨

4.1 知識の再編による原因と責任の転移 教職員組合の介入
第 3節では「子ども」カテゴリー，福祉や教育といった制度領域との結びつきの
もとに「混血児」カテゴリーが参照されることによって「統合／分離」という争点
が形成されたこと，そのさい周囲からの迫害，人口，黒人系の特質，母親の職業な
どの知識を参照することによって，「一般児童」とは異なる特殊教育・国外への分
離という施策を「混血児」に対して顧慮することが可能になっていたことを明らか
にしてきた．
以上のように議論の紛糾が続くなか，政府は 1952 年末に突如として「混血児」
の統合路線を基本方針として確立することになる．そのさいにモデル・ケースとし
て参照したのが横須賀市の事例である．この点は先行研究でも指摘されているが
（小山 2012: 41），本研究でさらに検討したいのは，そのさいにいかなるアクター
がその過程に関与し，いかなる知識や文脈が作動していたのかという点だ．具体的
には，文部省児童文化審議会委員で評論家の神崎清と，横須賀市教職員組合という
2つのアクターが先導的な働きをしていた点に着目する14)．
政府の「混血児問題」に関する方針決定に際して神崎清が一定の影響を行使して
いたことは，彼が同時期のメディアのなかで政府の見解の代弁者として頻繁に登場
していただけでなく（Roebuck 2015），政府の混血児問題対策研究会で統合を一般
方針として最初に本格的に定式化したのが彼だったこと，その意見が最終的に政府
の結論に取り入れられていたことからも明らかである15)．ところで，神崎がこの
ような役割を担っていたとき，彼は同時に神奈川県の横須賀市を拠点に展開してい
た社会運動団体である日本子どもを守る会の主要メンバーとして活動していた．日
本国憲法の理念に照らして「子どもの幸福」を追求するという目的のもと，独立後
日本で児童の権利擁護を趣旨として全国的に展開した団体である．同会は，青年団
体・労働組合・PTA などからなる連合体であったが，そのなかでも主導的な役割
を果たしたのが横須賀市教職員組合や神崎であり，その指導のもと各種の社会教育
事業がおこなわれた（道場 2005: 327）．
本稿の観点から重要なのは，これらの事業の一環として横須賀市教職員組合が

「混血児」に着目し，その実態調査を先駆的に実施していた点である．文部省では
十分な情報がなかったため，次善の策として「混血児」が多数居住している横須賀
市に注目し，混血児問題対策研究会発足（1952 年 8 月）後に，神崎を介して横須
賀市教職員組合に「混血児」を対象とする実態調査を打診した16)．これを受けて
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横須賀市教職員組合は，1952 年 9 月に市内に居住する「混血児」の実態調査を実
施した．神奈川県民生委員の後援で家庭を戸別訪問することで，市内一般家庭に暮
らす「混血児」の生活上の問題を包括的に把握することを企図しておこなわれた調
査である（阿部 1954: 192）．
横須賀市教職員組合による実態調査は，一方では，教育対象としての「混血児」
の教育方法を探索するなかで実施された点で，「混血児問題」の議論空間と共通の
平面上でおこなわれており，「子どもとしての混血児」という前提を踏襲していた．
しかし他方で，その調査結果は「混血児」について新しい知識を提供するものでも
あった．
第 1 に，人数については横須賀市内に 112 名の「混血児」が発見された．「混血
児問題」をめぐる議論空間において全国で「20 万人」という量の多さがことさら
に問題とされていたのに対して（前項），発見された「混血児」の総数はそれをは
るかに下回るという予想が可能になったのである．
第 2に，母の職業では，現地妻として米兵と交際するいわゆる「オンリー」と米
軍関係施設職員が多数を占めることが報告された．それまで「混血児」の異質性が
強調されるときその母が売春という活動に結びつけられていたのに対して（前項），
本調査ではそうしたカテゴリーに合致しない女性たちとして「混血児の母」が
（再）発見されたのである．
第 3 に，家族関係と戸籍上の身分について，家族関係は母親と同居が 95 名

（84.8％），別居（親族・実家・里親と同居）が 17 名（15.2％），という現状が報告
された．またこうした母子家庭への偏頗に連動するように，戸籍・国籍は母方（日
本人）が 56.2％で最多，父方（外国人）5.3％となっていた．そして 30％近くの無
戸籍者・無国籍者が同時に発見された．これまでの議論で強調されていた「孤児」
という境遇とは異なる家庭状況の問題が新たに発見可能になっていったのだ．
第 4に，上記の横須賀市教員組合の実態調査を受けて，1952 年 12 月に神奈川県
内の各学校をつうじて「混血児」の世論に関する調査が実施された．これにより，
児童の少なからずが「混血児」に受容的であり，統合に肯定的であることなどが明
らかになったという（横須賀市教育研究所 1969: 190）．分離を肯定するさいに固
定的な前提として想定された周囲からの迫害という知識の代わりに周囲の受容的な
態度という知識が利用可能になったのだ．
以上みてきたように，人口，母親の職業，家庭状況，周囲からの態度という 4つ
の面で，横須賀市教職員組合の調査結果は「混血児」カテゴリーについての知識を
再編するものであった．
こうした知識の再編は，「混血児」の就学上の処遇という争点の収束へと帰結し
ていく．横須賀市教職員組合は以上の調査結果を総括したうえで，「無差別」「平
等」の教育方針を支持するとともに，「混血児もわけへだてなく同じような教育の
条件と機会が与えられるべきである」という結論で合意した（阿部 1953: 194）．
このような横須賀市教職員組合の「混血児」についての知識と方針は，「混血児問

73（2) 162



題」をめぐる地方・中央政府の議論へも波及していく．まず，初の地方自治体主催
による「混血児問題」に関する公的会議として 1952 年 11 月に神奈川県民生部で開
催された対策協議会では，前述の調査結果が参照され，次のような見解で合意に達
した．

教育の基本理念からいって人種，種族の差別をつけるべきでなく……一般の
学校で教育するのは望ましい．教育だけは特定の施設で行って，あとは一般社
会の荒波の中へ放り出すのは，本人の一生をつうじてみたとき幸福ではないだ
ろう．……むしろ子供の問題よりも，父兄の態度が問題であるが，これは学校
や，特に PTAなどが啓蒙運動を徹底させて，普通の眼で混血児をみられるよ
うにしなければならぬ17)．

この見解では，「教育の基本理念」 第 3 節第 2 項でもみた，教育基本法第 3
条が定める「教育の機会均等」の立場 に照らして就学上の人種による差別が否
定され，代わりに一般学校への統合が肯定されている．そのうえで「混血児」に対
する父兄の態度を「啓蒙運動」によって是正するという課題が確認されている．
この見解には，前記した「混血児」カテゴリーについての知識の再編によって

「混血児問題」についてのこれまでとは異なる問題理解が可能になっているさまを
看取できる．端的にいえば，「混血児」やその家族に「混血児問題」の源泉を見出
す視点から，むしろ彼らの周囲の人々の態度に問題の原因と責任を見出す視点への
転換である．「混血児」と「日本人」との差異ではなく，あるいは，人口や家庭状
況上の特殊性ではなく，「子どもとしての混血児」に対する「大人」の態度に問題
が帰属されその解決方法が要望されている．このように人種だけでなく人生段階と
いう観点が前面化することによって，問題の源泉・責任は「混血児」とその家族で
はなく，むしろ周囲の大人に帰属することが可能になっている．そしてそうしたカ
テゴリーや責任の布置のもとで，たんに就学を認める（教育上の統合）だけでなく，
学校教育における人種偏見の撤廃という方針が正当化されているのである．まとめ
れば，人口や家庭状況といった「混血児」を特殊化する根拠として機能してきた知
識（前項）が失効したことによって「混血児」の属性として「子ども」であること
を強調することが可能になり，翻ってその属性を前提とすることによって，「混血
児」を「日本人」へ統合すべき対象として，人種差別を「日本人」の「大人」が責
任を有する問題として同定することが可能になったといえよう．

4.2 「子ども」カテゴリーのもとでの〈反人種差別規範〉の形成 「混血
児問題」の帰趨

以上のような「混血児」についての新しい知識は，政府でも「混血児」の統合を
正当化するための根拠として援用されていく（小山 2012: 43）．神奈川県の対策協
議会からおよそ 2 週間後の 1952 年 11 月 26 日に中央児童福祉審議会内部で開催さ
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れた「混血児問題対策研究会」では，「混血児といえども日本の戸籍にある以上，
子供の将来を考え一般児童とともに公立小学校へ入れることを希望する」という方
針を政府が初めて表明し，基本線が成立する18)．横須賀市教職員組合が提示した
一般公立学校への入学の方針が政府でも共有されていくのである．
さらに上の会議から 1 カ月後の 1952 年 12 月 23 日に開催された「混血児問題」
を議題とする最後の中央児童福祉審議会では，政府の最終的な結論が合意される．
審議会の概要を伝える報告書によれば，審議会の結論として共有されたのは，神崎
清や文部省を中心に主張された次のような意見であった19)．

混血児は精々一万位だから外国に頼らず我々の手で解決することが必要であ
る．我々は憲法第十四条の精神に則り同化して我が民族に融け込ませることが
必要である．我々は大層努力して無籍者を捜査して有籍者と同様の均等の教育
を施すべきである．混血児混血児と世間があまり大きく取上げることも人種的
偏見を社会大衆に抱かせる第一歩であるからあまり大きく取上ないで欲しい．

ここでも「混血児」の人口は「精々一万位」という根拠にもとづき，「外国」で
はなく日本を主体とする「混血児」の同化・統合が正当化されている．「量」につ
いての新しい知識が利用可能になることで，「混血児問題」をいわば「日本（人）」
が引き受けるべき課題として内部化することが可能になっている．そして厚生省の
回答（第 3節第 1 項）や神奈川県の方針（第 4節第 1 項）と同様，人種による差異
的処遇を否定する憲法第 14 条に照らして，「均等の教育」および「人種的偏見」の
克服が課題として言及されている．
このように最終的に公式見解として政府内で合意された路線にそって，1953 年
には具体的な公的施策が実際に実行されていく．まず，文部省・厚生省・法務省の
合同で各都道府県教育委員会に無戸籍・無国籍状態の「混血児」を入籍させること
を指示する通達が発せられた．横須賀市の調査で発見された無戸籍（およびそれに
連動した無国籍）という問題が政府にも共有され，それに対応して「日本人」を対
象とする一般学校への「混血児」の入学を可能にする施策が講じられたのである．
このようにして，「混血児」を「日本人」に統合するための制度的環境が整備され
る．
この通達が入学の前提条件を用意するための措置だとすれば，その入学後の教育
方法を方向づけるために文部省が作成したのが『混血児の就学について指導上留意
すべき点』という冊子である．文部省初等中等教育局初頭教育課が制作したこの文
書は，横須賀市教育委員会と文部省が先だって 1953 年 1 月におこなった「混血児
問題」に関する協議会でおこなわれた議論を下敷きにしており，同様に横須賀市を
モデル・ケースとして施策が立案されている（小山 2012: 42-3）．同文書は，「混
血児」を担当する学校・教員たちの手引書として，新学期の約 1 カ月前 1953 年 2
月 28 日に各都道府県知事，教育委員会等に送付された．その論点は多岐にわたる
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が，さしあたり注目したいのは，提示されている「混血児」の教育方針である．そ
の冒頭では，「混血児」の教育の原理と方法が以下のように定式化される．

およそ混血児の指導といっても，その基本原理なり，方法なりは，すべての
児童に対する生活指導の考え方や方法となんら根本的な違いがあるべきではな
い．……ただ，いつ，いかなる場合でも，人種的な偏見を去るように，平等の
感情を育てるようにすることであろう20)．

この文書においても，「児童／子ども」という属性にもとづく平等が目的として
定式化されるとともに，その目的に照らした課題として人種差別・偏見の撤廃とい
う課題が提示されている．そして前述した神奈川県・中央政府の方針と同様に，た
んに就学を認めるだけでなく，学校生活のなかで「人種的な偏見」が生じないこと
が課題として確認されている．
こうした政府の対応と歩調を合わせるように，マスメディアでも同様の論理で

「混血児」の就学を肯定する主張が出現する．

やはり小さい時から一般児童と共学して日本人からも排他思想をなくす方が
よい．……子供同士では仲良くやっていける．問題は大人の混血児を見るステ
レオタイプ（紋切型）で……一日も早く日本の大人から偏見を去って温かい眼
で混血児を育てなければならない21)．

問題は全く大人の偏見にある．そしてそういう父母や兄姉の偏見が子供達に
無批判に吹きこまれてしまうことが一番おそろしい．要するに混血児に対して
は無差別，さらに換言すれば無関心でありたい．……大人の社会にある偏見を
打ち破って，一年一度のこの入学季節をいつものように明るく，楽しくしたい
ものである22)．

このように，「混血児」に対する差別や偏見が一方的に「大人」の側に帰属され
るとともに，「子ども」はそうした態度から自由な者として記述される．そして差
別や偏見を打破して「混血児」を受け入れることが「日本人」「大人」に共通の課
題として定式化された．「混血児」は，当人たちやその家族の性質や能力や社会的
背景というより，むしろ彼らに接する「日本人」「大人」の側に問題を見出すこと
を可能にするカテゴリーとして運用されるようになるのである23)．
1953 年 4 月に約 430 人の「混血児」が全国の小学校に入学したのをピークに，
1952 年 4 月から存続してきた「混血児」概念の氾濫は急速に収束に向かい，政治
空間において「混血児問題」が言及される機会も激減していく（小山 2012: 52）．
実際，厚生省の諮問機関として「混血児問題」の政府による対策を主導してきた中
央児童福祉審議会は，1953 年 7 月に「混血児問題」に関する最終的な政府見解と
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して「混血児対策に関する答申」を発表するが（下地 2018: 88），それは，これま
でみてきた統合路線についての記述をほぼ反復するものだった24)．
またこうした動向に即応するように，「混血児」を対象とする教育に関する問題
の把握と改善を目的として文部省によって 1953 年から作成された『混血児指導記
録』は，1960 年をもって配布を打ち切られる．そして厚生省と文部省がおこなっ
ていた「混血児」の就学・進学状況に関する縦断的調査も 1963 年で終了する
（Fish 2009: 54）．戦後的な意味における「混血児」の最年長世代が義務教育を修
了し成人していった時期のことである．それまで差別や偏見からの擁護を形式上は
保障されてきた「混血児」は，「子ども」という属性が失効することで，従来の福
祉・教育上のカテゴリーとしての機能を失っていく．それと同時に「混血児」概念
が社会問題を認識可能にする論理平面もまた溶解していったのだ．

5 お わ り に

本稿では，「混血児問題」をめぐる議論空間における「混血児」概念の用法と文
脈に着目し，いかなる知識や規範によって「混血児」に対する人種差別という問題
が戦後日本において同定・対処されてきたのかを分析してきた．
知見を整理する．占領期から独立直後にかけて「混血児」カテゴリーが「子ど
も」カテゴリーとの結びつきで参照されることによって，児童福祉や学校教育とい
う制度的領域が「混血児問題」の文脈として発動されていた．そのさい，彼らの人
口や人種的差異や母親の職業などの知識を参照することで，教育上の同化・分離と
いう争点が形成され，「混血児」の就学の是非をめぐる議論が展開された（第 3節）．
しかし，児童の権利擁護を標榜する団体の活動をつうじて「混血児」についてのこ
れらの知識が再編されると，その再編された知識に照らして，「子ども」であるこ
とにもとづく「無差別平等」原則が各方面で採用されていく．そしてその原則のも
とで，就学機会の提供だけでなく人種差別・偏見の是正が教育・福祉上の課題とし
て同定・追求されていく（第 4節）．
以上の知見が示唆するのは，「混血児問題」をめぐる〈反人種差別規範〉におけ
る「子ども」カテゴリーの両義的な機能である．一方では「混血児」カテゴリーが
その属性としての「子ども」やそれに連動した制度や活動に結びつくことによって，
同時代における反人種差別の希少な根拠が成立していた．先行研究が論じるように，
「混血児」が就学した 1953 年以降の教育現場では差別が存続した一方で，それを日
本人による人種差別として対処しようとする教育実践も部分的に展開された（上田
2018）．それは，当時「混血児」が社会問題化した他国と比較しても，また民族的
人種的マイノリティの権利が政策議題としての地位を有していなかった当時の日本
という文脈のなかでも，相対的に進歩的な実践ではあった（Fish 2009: 53）．「混
血児問題」をめぐるこうした取り組みの内実自体は先行研究がすでに詳細に記述し
てきたところだが，本稿の知見は，こうした取り組みが「子ども」カテゴリーやそ
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れに連動した制度や活動という前提に立脚していたことを示唆している．
しかし他方では，こうした「子ども」カテゴリーの効用は，その重大な限界と表
裏一体でもあった．前項で触れた政府の「混血児対策に関する答申」において学校
教育や児童福祉といった領域が参照されていることが示すように，こうした制度的
枠組よりも広い観点から「混血児」の人種差別に対処する施策が講じられることは
なく，壮年期以降の彼らの状況や経験は公共言説の水準ではほとんど着目されなく
なった（Koshiro 1999: 215）．また教育現場における反差別実践も，全体としては
「混血児」の文化的人種的背景を捨象することで平等を達成するという同化主義的
前提を脱却しえず，アメリカ系以外の「混血児」への視点も欠けていた（下地
2018）．学校教育における同化主義的平等観の強さや，特定の制度領域に囚われな
い一般的な反人種差別政策の不在は在日コリアンやアイヌなどその他のマイノリテ
ィをめぐる施策の特徴として繰り返し指摘されてきたが（岡本編 2005; 佐久間
2006），こうした状況は，「混血児」をめぐる人種差別への取り組みにも通底してい
たという点が留意されねばならない．
要するに，「子どもとしての混血児」という身分を強調することによってこそ人
種的に異質な「混血児」を同じ「日本人」として平等に処遇し偏見・差別を撤廃す
べきであるという〈反人種差別規範〉が作動しえたのだが，こうした論理的前提ゆ
えにこそ，その規範は不十分な水準に留まらざるをえなかったのだ25)．人種的マ
イノリティの権利保障や差別撤廃が「子ども」という属性，そしてそれにもとづく
国民国家への 「国民」としての 同化・統合可能性という想定に依存し，そ
れに制約されるという現象は同時代の欧州における「混血児」を扱った先行研究で
も指摘されているが（Zahra 2011），日本においても「子ども」カテゴリーが同様
の機能を有していたことを本稿は示唆している26)．
第 2節で述べたように先行研究は，主にレイシズムが顕現した事例として「混血
児問題」を考察し，同時代の取り組みや言説の差別性を指摘してきた．他方，本稿
は，こうした知見を踏まえつつ，「混血児」およびそれに関係する諸カテゴリー同
士の用法や文脈を分析することで，人種差別の認識可能性，反人種差別規範の存立
可能性そのものがいかに規定されてきたのかを明らかにした．このように「混血児
問題」，より一般的には人種差別の理解可能性の歴史的条件に光を当てた点に本稿
の社会学的意義がある．今後は，本稿が明らかにした「混血児問題」をめぐる〈反
人種差別規範〉が現場でどのように運用されていったのかにも着目することで，ま
た（反）差別の理解可能性という視座をより幅広い人種的民族的マイノリティのカ
テゴリーへと適用することで，さらなる研究の発展が期待できよう．

［付記］ 本稿は，2019 年度に東京大学大学院に提出した修士論文「差異を問題化する／しない方
法 戦後日本における『混血』の概念分析」の一部を加筆修正したものである．
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［注］
1）「予想質問答弁集第二輯」．なお，この資料は児童福祉法研究会（1978: 874-7）に再録されて
いる．
2） 1947 年 10 月 13 日に開催された衆議院厚生委員会など（『第 1回国会衆議院厚生委員会第 22
号』）．
3）「衆議院議員江崎一治君提出混血児に関する質問に対する答弁書」『公文類聚・第七十五編・
昭和二十五年・第五巻・国会五・質問に対する答弁書・衆議院一』（国立公文書館）．
4）「混血児」という語に「児」という語が付いていることから，こうした記述はある意味でト
ートロジーにみえるかもしれない．しかし，こうした接尾語としての「児」は年少者にのみ適
用されるわけではなく，壮年期・更年期の人々が「混血児」としてカテゴリー化されることも
ある（下地 2018）．
5） 澤田美喜は 1947 年 2 月に神奈川県大磯市に児童養護施設エリザベス・サンダース・ホーム
を新設した．1970 年代までにのべ 2,000 名以上の「混血児」を保護するとともに，施設内で小
中学校や職業訓練施設を併設し，海外移住や国際養子縁組などにも奔走した（下地 2018:
121-2）．澤田は後述する混血児問題対策研究会にも参加し，「混血児」に関する新聞・雑誌記
事にも他を圧倒する頻度で登場するなど，同時代の「混血児」言説に大きな影響力を有してい
た．この点はRoebuck（2015）に詳しい．
6）「愛の手に育つ 71 名」『読売新聞』1950.8.21 朝刊，「恵まれぬコドモたち」『読売新聞』
1949.3.11 朝刊．
7）「小，中学の併置を 研究会日教組ʠ現場の声ʡ」『朝日新聞』1951.11.13 朝刊．
8）「ʠ運命の国際児ʡと教育 学齢期まであと二年」『朝日新聞』1951.11.20 朝刊．
9） 近代社会において「子ども」が学校教育という制度的文脈に緊密に結びついているという論
点に関しては，元森絵里子（2009）を参照．

10） このような知識や推論のありかたは右のような記事でもみられる．「学齢期の近づく混血児」
『毎日新聞』1952.6.28 朝刊，「編集手帖」『読売新聞』1952.2.17 朝刊．
11）『第 13 回参議院厚生委員会第 8 号』．また 1952 年 3 月 25 日の会議でも，「売春行為」という
出生の原因が明言されている（『第 13 回国会参議院本会議第 24 号』）．さらに 1952 年 2 月 20
日付の会議でも，「20 万人」という風説が「混血児」の特徴的問題として言及されている（『第
13 回国会衆議院予算委員会第三分科会第 1号』）．

12）『第 13 回国会参議院本会議第 24 号』1952 年 3 月 25 日．
13） 中央児童福祉審議会「第二十五回中央児童福祉審議会議事録」外務省記録『本邦人と諸外国
人の混血児問題』．

14） 神崎清（1904〜1979）は評論家・社会活動家．この他に売買春問題などにも関与し，活発な
言論を展開していた．

15） 中央児童福祉審議会「混血児対策審議会議状況報告」外務省記録『本邦人と諸外国人の混血
児問題』．

16） この経過は神崎自身の証言をもとに再構成したものである（神崎 1953a: 131，1953b: 579）．
17）「近づく混血児の就学期」『神奈川新聞』1952.11.14 朝刊.
18）「分離教育は不可」『朝日新聞』1952.11.27 朝刊．
19） 中央児童福祉審議会「混血児対策審議会議状況報告」外務省記録『本邦人と諸外国人の混血
児問題』．

20） 文部省初等中等教育局「混血児の就学について指導上留意すべき点」『時事通信内外教育版』
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1953.2.28．
21）「新入学の混血児ʠ教育の処女地ʡをどう拓く 問題は大人の偏見」『読売新聞』1953.2.16．
22）「混血児を差別するな」『毎日新聞』1953.2.28 朝刊．
23） 同時代の日本では「子ども」に民主的で平等な社会の理念が投影され，その追及が日本人一
般の課題として強調されていたことは先行研究でも指摘されているが（元森 2009），差別や偏
見の撤廃もまたこうした観点から課題に据えられているといえる．

24）「原則」として，「混血児は往々にして一般児童と差別されるおそれがあるが，児童憲章の精
神に基き，すべての児童とひとしく社会の一員として立派に成人するように育てられること」
という文言が掲げられた（下地 2018: 88）．

25） 匿名査読者より，「混血児問題」への政府の施策が不十分な水準に留まったのは「混血児」
が占領期という一時期に増加し独立後は減少すると予想可能であったことも背景にあるのでは
ないか，との指摘を受けた．本稿の範囲を超えるが，今後はさらに広範な政府文書を用いてこ
の点を検討することで，本稿の含意を深化させる必要がある．

26） 本稿において政府の「混血児問題」への対応について〈反人種差別規範〉という特殊な表記
を採用しているのは，こうした規範の限定性を表すためである．
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When was Racial Discrimination a Problem?:
Categorical and Moral Order of the ʠKonketsuji Problemʡin Post-war Japan
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In the early 1950s, theʠkonketsuji problemʡwas widely discussed as an
unprecedented social problem after many children were born to Japanese women
and foreign soldiers stationed in Japan. While previous studies have examined the
ʠkonketsuji problemʡas a salient case of Japanese racism, it remains unclear how it
was possible to understand racial discrimination againstʠkonketsujiʡas a problem
in the historical context of post-war Japan. This study addresses this question by
analyzing the historical use and context of theʠkonketsujiʡconcept.
The findings show that during and immediately after the occupation, the racial
categoryʠkonketsujiʡwas strongly associated with the life-stage category
ʠchildʡand that conceptual association invoked the institutional areas of child
welfare and school education as the context of theʠkonketsuji problem.ʡAt the
same time, as the knowledge of their population, racial differences, and mothersʟ
occupations was invoked, a discussion on the integration and segregation of
ʠkonketsujiʡin education developed. However, when this knowledge was
reorganized through the activities of local organizations advocating the protection
of children`s rights, the principle ofʠnon-discrimination and equalityʡwas adopted
in various fields. Based on this principle, not only the provision of educational
opportunities, but also the elimination of racial discrimination and prejudice were
identified and pursued as educational and welfare goals. While the categoryʠchildʡ
provided scarce resources to problematize racial discrimination againstʠkonketsu-
ji,ʡit confined the anti-discrimination norm to the institutional framework of child
welfare and school education.
Key words:ʠkonketsuji problem,ʡracial discrimination, child
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